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1 はじめに 

1995 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路

大震災は,このちょうど1年前に米国ロサン

ゼルス市近郊で発生した都市直下型のノー

スリッジ地震によって得られた幾つかの重

要な教訓1)を,苦い思いで再びかみしある結

果となった。いや,これらの教訓を我が国で

活かす間もなく最悪のシナリオが発生して

しまったと言うべきかもしれない。これら

の2つの都市直下型地震は,被害程度の差こ

そあれ共通する点が少なくない。火災被害

関係についてだけでも,火災の発生状況 2),

消火栓の被害など幾つかの消防活動障害 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をあげることができる。しかしながら,こう

した共通条件の多い中で被害結果に現れた

大きな差も指摘しておく必要がある。それ

は,大規模市街地火災の発生である。ノース

リッジ地震ではモービルホームパークなど

特殊なケース以外にはそれは発生しておら

ず,一方,阪神・淡路大震災ではそれが発生

した。その大きな理由の一つは,延焼危険の

差,すなわち建ぺい率や道路率,道路幅員な

ど市街地条件の彼我の愕然たる差にあると

筆者は考えている。今回の阪神・淡路大震災

からあらためて提起された都市防火の重要

な課題の一つは,防火上脆弱な木造密集地 
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域を抱える都市の延焼防止対策をどう進め

るかということである。 

ここでは,今回の地震直後に消防研究所

が行った市街地火災現地調査の結果4),およ

び神戸市消防局の資料等に基づき,まず,阪

神・淡路大震災における火災の発生状況に

ついて触れ,次いで,市街地火災の延焼焼け

止まり状況から考察される,今後の都市防

火対策に有効と思われる焼け止まり要因に

ついて述べる。 

2.火災の発生状況 

 

2.1 時系列的にみた火災発生状況 

表1は,神戸市消防局発表の兵庫県南部地

震に伴う火災の日別発生状況である。また,

図 1 は,地震発生当日の 1 月 17 日中に神戸

市内で発生した火災の 1 時間刻みの時問帯

別発生状況である。図 1 の中で 5 時台は地

震発生時刻の 5 時 46 分以降の 15 分間のも

のである。 
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図 1 から明らかなように,17 日に発生し

た火災の半数は地震直後の 5 時台に集中し

ており,同時多発的発生といってよい状況

がみられる。しかし,17 日中をとってみても

残りの約半数は6時台以降に発生しており,

しかも数時間以上経過してからも少しづつ

発生している。実は,このような火災発生状

況は,ノースリッジ地震の際にみられたも

のとよく似ている。 

図2は,ノースリッジ地震の際における地

震発生当日中のロサンゼルス市消防局管内

での時間帯別火災発生状況5)であるが,地震

直後の同時多発的傾向は今回の神戸市の場

合よりも薄く,むしろ夕方以降にやや火災

発生が増加していることが窺える。このこ

とは,筆者が文献2)において既に紹介してい

るように,ロサンゼルス市消防局の説明を

借りれば,地震火災の第一波は主にガス漏

れに起因する同時多発的火災であり,そし

て第二波として地震発生以降散発的に発生

した火災は,損壊していた家屋などで電力

供給の再開とともに発生した電気的火災

(electrical と表現)である。阪神・淡路大

震災に伴う火災の原因については現時点で

はまだ確定的な情報が得られていないので

断定的なことは言えないが,少なくともノ

ースリッジ地震時の火災発生パターンとの

共通性は指摘しておく必要があろう。 

 

2.2 火災発生の地域別分布 

図 3 は,1 月 19 日までに発生した火災の

地域別分布状況を示したものである。神戸

市内における火災をみると,大規模延焼火

災の集中した長田区以外でもほぼ均一に発

生していることがわかる。実は,今回の火災

は,図4に示した長田区周辺における震度分

布と焼失区域の関係にみられるように家屋

被害とほぼ比例して,震度 6 以上,とりわけ
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震度 7 以上地域に多く発生している。この

事実から,長田区など特定の地域で大規模

延焼火災が多発したのは,単に出火点が多

かったためではなく,それらの地域におけ

る木造建ぺい率,道路率や道路幅員などの

要因の影響,すなわち延焼危険性の高さの

故であることが推察できる。 

 

 

 

 

 

3.市街地火災の延焼焼け止まり状況 

 

3.1 延焼焼け止まり調査の概要 

消防研究所は,平成 7 年 1 月 26 日～1 月

31 日の 6 日間にわたって筆者を含む 11 名

の調査班により,市街地延焼火災が多く発

生した長田区を中心に表2に示す合計21箇

所の大規模延焼火災の焼け止まりに関する

実態調査を行った。この調査は,被害地の現

状が保存されている間に,大規模市街地火

災の延焼範囲,および延焼拡大あるいは抑

止の要因を把握するために必要な情報を調
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査し保存することを目的として実施したも

のである。調査は,火災地区ごとに 4～6 名

の班を組み,延焼焼け止まり状況の記録,ヒ

アリング調査,写真撮影,ビデオ撮影の作業

分担を定める形で行った。 

調査対象 21 地区における焼け止まり線

と主な焼け止まり要因の調査結果は,図5に

その一例(神戸デパート南地区)を示すよう

に,各々地図上(現図は1/2,500縮尺)に表し

た。紙幅の制約上,その他の地区については

ここに示すことができないが,詳しくは報

告書 4)を参照されたい。なお,以下は,本報

告書の内容を要約して紹介するものである

ことをお断わりしておきたい。 

 

3.2 焼け止まり要因の考察 

ここでは,延焼地区で観察された多くの

事実に基づき,延焼焼け止まりの要因とし

て考えられるものを,「建築物,都市計画的

な面」および「消防活動など人為的な面」か

ら整理した結果を示す。 
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3.2.1 延焼焼け止まり要因(建築物,

都市計画的な面)の考案 

①耐火造建物で隣接建物に面する

外壁に開口部がほとんどないも

の,また開口部があっても延焼の

恐れある部分には設けていない

ものにっいては,延焼を免れ延焼

防止に役だっている。なお,耐火

造建物の開口部が網入りガラス

の建物は延焼を免れている例が

多い(写真 1)。 

②耐火造建物でも隣接建物に面す

る外壁に大きな開口部があるもの,

また開口部が網入りガラスで防護されて

いないもの, さらに,建物変形によって

開口部や外壁が破損し穴が開いたものは,

その耐火性能が機能せず延焼してしまっ

ている(写真 2)。 

③上記のような耐火造建物や空地などが道

路沿いに連続している部分は,延焼阻止

線として機能している。一方,耐火造物で

も,木造建物地域内に独立して建ってい

るような場合,また耐火造建物や空地な

どが道路沿いに連続しておらず歯抜けの

ようになっている部分は,有効な延焼阻

止帯として機能しない場合があり,建物

単体だけでなく集団として対策を考える

必要がある。 

④防火木造であっても,モルタル壁等の外

壁仕上げ材が剥離していないもので,隣

接建物に面する外壁面に開口部がない,

もしくは小さくて網入りガラスによって

防護されているものは延焼を免れていた

り,延焼阻止に役だっているものがある

(写真 3)。 
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⑤ガソリンスタンドの隣地境界の防火壁な

ど背の高い不燃の塀や崖は,延焼阻止に

役立っている。 

⑥幅員の広い道路,学校の校庭,公園,駐車

場,敷地内空地などの空地は,延焼阻止に

役立っている。 

 

3.2.2延焼焼け止まり要因(消防活動など人

為的な面)の考察 

①木造密集街区内の狭い街路(2～3m)や隣

接した木造家屋の間でも,消防隊の放水

により延焼阻止が行なわれた箇所がある。

なお,海水の長距離中継送水が開始され

るまでの間に利用された水利の多くは公

設消火栓ではなく,防火水槽,学校のプー

ル,企業等の貯水槽,河川からの取水であ

る(写真 4)。 

②道路や,道路沿いの連続する耐火造建物
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を活動拠点として利用し,消防隊の放水

により延焼阻止が行なわれている。 

③ガソリンスタンドや避難場所となってい

た学校などの重要防ぎょ対象物に対して,

消防隊が集中的に消火活動を行い,延焼

を阻止した例がある。ガソリンスタンド

の場合は,隣地境界の防火壁の効果と相

侯って延焼阻止がなされたと思われる。 

④バケツリレーや消火器散布をはじめとし

て,道路上の廃材の撤去,家屋の破壊,ト

タン板の延焼建物の対向壁面へのたてか

け等,地域住民の活動によって延焼阻止

がなされた例が幾つもあった。 

⑤消防活動障害には,消火栓が使用できな

かったことのほか,道路上への家屋倒壊

による通行障害や交通渋滞による消防車

の走行障害が多くあった。 

 

 

3.3 焼け止まり線における焼け止まり要因

別比率 

ここでは,我々の調査した大規模延焼地

区について現時点で推定される範囲におい

て,焼け止まり線における焼け止まり要因

別の延長距離とその内訳比率について示す。 

 

3.3.1 焼け止まり要因別比率 

表2は,調査した全ての延焼地区について,

現時点で推定される範囲においての焼け止

まり線における焼け止まり要因別の延長距

離とその内訳比率を示したものである。 

なお,延焼焼け止まりの最終段階におい

ては,どの地区でも消防隊が火災鎮圧ある

いは鎮火のための消防活動を行っているこ

とは間違いないが,ここで述べる焼け止ま

り要因とは,延焼焼け止まりに主として寄

与した要因のことを指しており,例えば,道

路,空地,耐火造建物などがなければ消防活
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動単独では延焼阻止が困難と推定される場

合は,こうした物理的要因を主要因と考え

た。また,現地での視察結果や住民の証言な

どから,明らかに消防活動が行われ延焼阻

止に寄与しているケース,あるいは積極的

な消防活動がなければ延焼阻止できなかっ

たと思われるケースは,たとえ道路など他

の要因が重なっていても消防活動を主要因

としている。 

従って,ここでの要因別比率は必ずどれ

かの要因一つを主要因として選んだ上でカ

ウントしたものであることを断っておきた

い。実際には,幾つかの要因が複合して総合

的に効果をもたらしたものや,今回の報告

までには分析整理するまでには至らなかっ

たが,風速、とりわけ風向の変化がもたらし

た効果などもあると考えられ,これらにつ

いても今後さらに詳細に検討した上で,最

終的な結果を求める必要がある。 

表 2 から,まず 21 地区の総計からみた全

体的な傾向を述べると,焼け止まり要因と

して,総じて大きなウェイトを占めている

「道路,鉄道」(これらは主に道路)は全体平

均で 40%である。次いで「空地」,「耐火造,

防火壁等」(耐火造が主)がほぼともに 23%前

後となっている。これらの物理的な要因,あ

るいは自然焼け止まり要因を合わせると全

体の 86%である。今回の調査対象地区は,い

ずれも大規模な延焼地区であり,その意味

ではこれらの多くは消防力が劣勢となった

条件下で延焼拡大したものであり,延焼は

何らかの自然焼け止まり線のところまで拡

大し,やがてその勢いを弱めたという経過

を辿っていると考えられることから,この

結果は当然ともいえる。一方,「放水等消防

活動」(これらは主に公設消防による放水で

一部住民によるバケツリレーなどの消火活

動がある)は,14%程度であるが,先に述べた

ここでの主要因の定義や,21 地区全体での

消防活動阻止線の総延長距離2,316mという

ことを考えると,決して小さい数値ではな

いともいえる。 

次に,特徴のある地区をみると,まず比較

的規模の大きい地区で,かっ「耐火造,防火

壁等」の比率が高い『神戸デパート南』地区

は,大きな耐火造建物が多い地区であり,し

かもこれらの耐火造建物がうまく連続して

いたことが効を奏している(図 5)。また,「空

地」の比率が高い地区の例として『菅原市場

周辺』地区を挙げることができるが,この地

区では菅原通り公園,御蔵通り公園という 2

つの公園のほか,駐車場の存在が大きな役

割を果たしている。 

 

3.3.2 過去の大火事例との比較 

以上の結果を,過去の大火を伴った震災

事例で,焼け止まり要因別比率の求められ

ている関東大地震時の結果 6)(外周総延長

59.6 ㎞)と比較すると,人為的要因の消防活

動は 15.1%で,奇しくも今回の調査結果の

14%と類似した数値であった。また,1923 年

当時は現在ほど耐火造建物や防火木造が多

くなかったためか,要因分類の中には耐火

造建物等の項目がなく,道路(27%)を含めた

空地が全体の 72.5%を占めていた。最近の大

火事例としての酒田市大火(1976 年)は平常

時大火ではあるが,その延焼焼け止まり線7)

総延長に占める耐火造建物の比率は,16.7%

であった。これらの事実から,今回の調査に

みられる「耐火造,防火壁等」の 24%という
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比率は決して低い値ではなく,延焼阻止要

因としての耐火造建物の役割が無視できな

いことを物語っている。また,未だに狭陰な

ものが少なくないとはいえ関東大地震時と

比較すれば広くなっている道路等の比率が

今回 40%あるという事実も,延焼遮断帯とし

ての道路の役割をさらに位置づける上で重

要である。 

 

4.おわりに 

今回の兵庫県南部地震時の神戸市におい

てみられたように,現有消防力を上回る同

時多発火災が発生した場合は,初期段階で

消火できなかった火災が市街地延焼火災と

なって拡大していくことは,今後も起こり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

得る事態である。問題は,こうした延焼火災

の拡大をいかに最小限に食い止めるかとい

うことであるが,その解決を消防力にのみ

求めても限界がある。市街地延焼火災の極

限化のためには,消防力の整備と相侯まっ

て,また消防力が有効に機能することを助

ける意味でも総合的な防火対策とりわけ都

市計画的な面での対策が切実に求められて

いる。 

最後に,消防研究所の市街地火災現地調

査にあたり,神戸大学工学部の室崎教授な

らびに同研究室の皆様には,我々の作業の

ために研究室を利用させて下さるなど,多

岐にわたり大変お世話になった。ここに記

して謝意を表します。 

 

 

 

 

 

 

 


